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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透液性表面シートと裏面シートとの間に、被包シートで囲繞された吸収体が介在される
とともに、前記透液性表面シートの面側にエンボスが形成された吸収性物品において、
　前記被包シートの両側部同士を重ね合わせた重なり部が、前記吸収体の表面側に長手方
向に沿って設けられるとともに、少なくとも前記エンボスの一部が前記重なり部と重なる
範囲に付与され、
　前記重なり部のうち、前記エンボスが付与される長手方向範囲には、前記被包シート同
士を接合する接着剤が塗布されておらず、前記重なり部に付与される前記エンボスの長手
方向範囲より長手方向の外方側に、前記被包シート同士を接合する接着剤が塗布されてい
ることを特徴とする吸収性物品。
【請求項２】
　前記エンボスは、吸収性物品の長手方向中心線を境に左右対称で形成され、
　前記左右対称のエンボスのうち少なくとも一方のエンボスは、前記重なり部と重なる縦
方向長さが前記重なり部の長手方向長さの７０％以上である請求項１記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記エンボスは、吸収性物品の長手方向中心線を境に左右対称で形成され、
　前記左右対称のエンボスのうち少なくとも一方のエンボスは、前記重なり部と重なる幅
方向長さが前記重なり部の幅方向長さの１０％以上である請求項１、２いずれかに記載の
吸収性物品。
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【請求項４】
　前記エンボスは、左右にそれぞれ１条ずつ又は幅方向に離間する複数条ずつ設けられて
いる請求項１～３いずれかに記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記エンボスは、連続線又は間欠線で設けられている請求項１～４いずれかに記載の吸
収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、経血やおりものなどを吸収するための生理用ナプキン、パンティライナー、
失禁パッド等の吸収性物品に係り、詳しくは吸収体が被包シートで囲繞されるとともに、
表面側にエンボスが形成された吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、パンティライナー、生理用ナプキン、失禁パッドなどの吸収性物品として、
ポリエチレンシートまたはポリエチレンシートラミネート不織布などの不透液性裏面シー
トと、不織布又は透液性プラスチックシートなどの透液性表面シートとの間に粉砕パルプ
等の紙綿や高吸水性樹脂、化繊などからなる吸収体を介在したものが知られている。
【０００３】
　前記吸収体として、形状保持および体液の拡散性向上のため、種々の形態でクレープ紙
や不織布などの被包シートで囲繞されたものが存在する。例えば、下記特許文献１では、
綿状パルプを主体として構成された吸収コアがティッシュペーパで包まれている矩形状の
吸収体であって、少なくとも吸収体中央域のほぼ全面に散在して分布させた複数の深い円
形状エンボス部が表面側ティッシュペーパの上から施された吸収体が開示されている。ま
た、下記特許文献２では、吸収層が吸収性物品に所定の機能を付与する機能性粉粒体を含
有する縦長形状の吸収部と、該吸収部全体を被覆する被覆シートとを備え、被覆シートは
、吸収部の長手方向に沿う一側部と他側部とが重ね合わされるようにして吸収部全体を被
覆するとともに吸収部の上下面を被覆する被覆シートが吸収部の前後端から延出し、延出
した上下の被覆シート同士が接合されて、吸収部全体が被覆シートによって封止されてい
る吸収性物品が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－２８４７４３号公報
【特許文献２】特開２００１－２７６１１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１記載の吸収体では、ティッシュペーパの幅方向両側部同
士を重ね合わせた部分に、前記ティッシュペーパの表面側からの複数のエンボス部を所定
の割合で設けないと、ティッシュペーパ同士の重なり部が封鎖できず、装着時に口開きし
て、そこから吸収コアに含まれる繊維（パルプや化繊又はパルプと化繊の混合物）や高吸
水性樹脂がこぼれ出るおそれがあった。
【０００６】
　また、上記特許文献２記載の吸収性物品では、被覆シートと吸収部とがホットメルト接
着剤などによって部分接合で固定されているため、この接合部が壁となって体液の拡散が
しにくくなり、吸収スピードが低下する問題があった。
【０００７】
　そこで本発明の主たる課題は、吸収体を囲繞する被包シートの側端部同士を重ね合わせ
た重なり部の口開きを防止するとともに、液拡散をしやすくした吸収性物品を提供するこ
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とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために請求項１に係る本発明として、透液性表面シートと裏面シー
トとの間に、被包シートで囲繞された吸収体が介在されるとともに、前記透液性表面シー
トの面側にエンボスが形成された吸収性物品において、
　前記被包シートの両側部同士を重ね合わせた重なり部が、前記吸収体の表面側に長手方
向に沿って設けられるとともに、少なくとも前記エンボスの一部が前記重なり部と重なる
範囲に付与され、
　前記重なり部のうち、前記エンボスが付与される長手方向範囲には、前記被包シート同
士を接合する接着剤が塗布されておらず、前記重なり部に付与される前記エンボスの長手
方向範囲より長手方向の外方側に、前記被包シート同士を接合する接着剤が塗布されてい
ることを特徴とする吸収性物品が提供される。
【０００９】
　上記請求項１記載の発明では、吸収体を囲繞する被包シートの両側部同士を重ね合わせ
た重なり部が、吸収体の表面側に長手方向に沿って設けられるとともに、透液性表面シー
トの面側に形成される少なくともエンボスの一部が、前記重なり部と重なる範囲に付与さ
れている。前記エンボスを重なり部と重なる範囲に付与することにより、前記エンボスに
よって被包シートの重なり部がしっかりと押さえられて封鎖されるため、装着時に被包シ
ートの重なり部が口開きするのが防止でき、口開き箇所から吸収体に含まれる繊維（パル
プや化繊又はパルプと化繊の混合物）や高吸水性樹脂がこぼれ出るのが防止できるように
なる。
【００１０】
　また、本発明にかかる吸収性物品では、前記重なり部のうち、前記エンボスが付与され
る長手方向範囲には、前記被包シート同士を接合する接着剤が塗布されていない。このた
め、接着剤によって体液の拡散が阻害されることがなくなり、体液が幅方向のより広い範
囲に拡散することにより、吸収体の広い範囲で体液を吸収保持できるようになる。
【００１１】
　さらに、前記重なり部に付与されるエンボスの長手方向範囲より長手方向の外方側に、
前記被包シート同士を接合する接着剤を塗布することにより、長手方向端部の重なり部の
口開きが防止できるようになる。
【００１２】
　請求項２に係る本発明として、前記エンボスは、吸収性物品の長手方向中心線を境に左
右対称で形成され、
　前記左右対称のエンボスのうち少なくとも一方のエンボスは、前記重なり部と重なる縦
方向長さが前記重なり部の長手方向長さの７０％以上である請求項１記載の吸収性物品が
提供される。
【００１３】
　上記請求項２記載の発明では、左右対称のエンボスのうち少なくとも一方のエンボスを
、前記重なり部と重なる縦方向長さが前記重なり部の長手方向長さの７０％以上としてい
るため、重なり部の口開きが確実に防止できるようになる。
【００１４】
　請求項３に係る本発明として、前記エンボスは、吸収性物品の長手方向中心線を境に左
右対称で形成され、
　前記左右対称のエンボスのうち少なくとも一方のエンボスは、前記重なり部と重なる幅
方向長さが前記重なり部の幅方向長さの１０％以上である請求項１、２いずれかに記載の
吸収性物品が提供される。
【００１５】
　上記請求項３記載の発明では、左右対称のエンボスのうち少なくとも一方のエンボスを
、前記重なり部と重なる幅方向長さが前記重なり部の幅方向長さの１０％以上としている
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ため、重なり部の口開きがより確実に防止できるようになる。
【００１６】
　請求項４に係る本発明として、前記エンボスは、左右にそれぞれ１条ずつ又は幅方向に
離間する複数条ずつ設けられている請求項１～３いずれかに記載の吸収性物品が提供され
る。
【００１７】
　上記請求項４記載の発明では、左右対称のエンボスを左右にそれぞれ１条ずつ設けても
よいし、幅方向に離間する複数条ずつ設けてもよいことを規定している。エンボスを左右
に複数条ずつ設けた場合には、重なり部の口開きがより一層確実に防止できるようになる
とともに、エンボスを通じて吸収体に体液が浸透しやすくなり、体液の素早い吸収が可能
となる。
【００１８】
　請求項５に係る本発明として、前記エンボスは、連続線又は間欠線で設けられている請
求項１～４いずれかに記載の吸収性物品が提供される。
【００１９】
　上記請求項５記載の発明では、前記エンボスを連続線で設けた場合には、重なり部の口
開きがより確実に防止できるようになるとともに、長手方向への体液の拡散性が向上する
。また、前記エンボスは、圧搾部と非圧搾部とが交互に配置された間欠線で形成すること
も可能である。
【発明の効果】
【００２０】
　以上詳説のとおり本発明によれば、吸収体を囲繞する被包シートの側端部同士を重ね合
わせた重なり部の口開きが防止できるとともに、液拡散しやすくなる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明に係る失禁パッド１の一部破断展開図である。
【図２】図１のII－II線矢視図である。
【図３】被包シート５で囲繞された吸収体４の平面図である。
【図４】被包シート５で囲繞された吸収体４の拡大断面図である。
【図５】(A)、(B)は、被包シート５で囲繞された吸収体４の平面図である。
【図６】(A)、(B)は、エンボス１０の平面図である。
【図７】被包シート５で囲繞された吸収体４の平面図である。
【図８】他の形態例に係る被包シート５による吸収体４の囲繞要領を示す、吸収体４の断
面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳述すると、
　本発明に係る失禁パッド１は、図１及び図２に示されるように、ポリエチレンシートな
どからなる不透液性裏面シート２と、尿などを速やかに透過させる透液性表面シート３と
、これら両シート２、３間に介装された綿状パルプまたは合成パルプなどからなる吸収体
４と、前記吸収体４の形状保持および拡散性向上のために前記吸収体４を囲繞するクレー
プ紙や不織布等からなる被包シート５と、前記吸収体４の略側縁部を起立基端とし、かつ
少なくとも体液排出部位Ｈを含むように長手方向に所定の区間内において肌側に突出して
設けられた左右一対の立体ギャザーＢＳ、ＢＳを形成するサイド不織布７、７とから主に
構成され、かつ前記吸収体４の周囲においては、その長手方向端縁部では前記不透液性裏
面シート２と透液性表面シート３との外縁部がホットメルトなどの接着剤やヒートシール
等の接着手段によって接合され、またその両側縁部では吸収体４よりも側方に延出してい
る前記不透液性裏面シート２と前記サイド不織布７とがホットメルトなどの接着剤やヒー
トシール等の接着手段によって接合されている。また、必要に応じて、前記透液性表面シ
ート３と吸収体４との間に、親水性のセカンドシート（図示せず）を配置してもよい。
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【００２３】
　以下、さらに前記失禁パッド１の構造について詳述すると、
　前記不透液性裏面シート２は、ポリエチレン、ポリプロピレン等の少なくとも遮水性を
有するシート材が用いられるが、この他に防水フィルムを介在して実質的に不透液性を確
保した上で不織布シート（この場合には、防水フィルムと不織布とで不透液性裏面シート
を構成する。）などを用いることができる。近年はムレ防止の観点から透湿性を有するも
のが好適に用いられる傾向にある。この遮水・透湿性シート材としては、ポリエチレンや
ポリプロピレン等のオレフィン系樹脂中に無機充填剤を溶融混練してシートを成形した後
、一軸または二軸方向に延伸することにより得られる微多孔性シートが好適に用いられる
。
【００２４】
　次いで、前記透液性表面シート３は、有孔または無孔の不織布や多孔性プラスチックシ
ートなどが好適に用いられる。不織布を構成する素材繊維としては、たとえばポリエチレ
ンまたはポリプロピレン等のオレフィン系、ポリエステル系、ポリアミド系等の合成繊維
の他、レーヨンやキュプラ等の再生繊維、綿等の天然繊維とすることができ、スパンレー
ス法、スパンボンド法、サーマルボンド法、メルトブローン法、ニードルパンチ法等の適
宜の加工法によって得られた不織布を用いることができる。これらの加工法の内、スパン
レース法は柔軟性、ドレープ性に富む点で優れ、サーマルボンド法は嵩高でソフトである
点で優れている。
【００２５】
　前記吸収体４は、たとえばフラッフ状パルプ等の吸収性繊維と高吸水性樹脂とにより構
成され、図示例では平面形状がパッド長手方向に長い縦長の略小判形とされている。前記
高吸水性樹脂は例えば粒状粉とされ、吸収体４を構成するパルプ中に分散混入されている
。
【００２６】
　前記パルプとしては、木材から得られる化学パルプ、溶解パルプ等のセルロース繊維や
、レーヨン、アセテート等の人工セルロース繊維からなるものが挙げられ、広葉樹パルプ
よりは繊維長の長い針葉樹パルプの方が機能および価格の面で好適に使用される。前記パ
ルプの目付は、１００ｇ／ｍ２～６００ｇ／ｍ２、好ましくは１５０ｇ／ｍ２～４００ｇ
／ｍ２とするのがよい。
【００２７】
　前記高吸水性樹脂としては、たとえばポリアクリル酸塩架橋物、自己架橋したポリアク
リル酸塩、アクリル酸エステル－酢酸ビニル共重合体架橋物のケン化物、イソブチレン・
無水マレイン酸共重合体架橋物、ポリスルホン酸塩架橋物や、ポリエチレンオキシド、ポ
リアクリルアミドなどの水膨潤性ポリマーを部分架橋したもの等が挙げられる。これらの
内、吸水量、吸水速度に優れるアクリル酸またはアクリル酸塩系のものが好適である。前
記吸水性能を有する高吸水性樹脂は製造プロセスにおいて、架橋密度および架橋密度勾配
を調整することにより吸水力（吸収倍率）と吸水速度の調整が可能である。前記高吸水性
樹脂の目付は、体液排出部及びその近傍に所定の吸収能力を持たせるため、６０ｇ／ｍ２

～４００ｇ／ｍ２、好ましくは１００ｇ／ｍ２～３００ｇ／ｍ２とするのがよい。
【００２８】
　また、前記吸収体４には合成繊維を混合しても良い。前記合成繊維は、例えばポリエチ
レン又はポリプロピレン等のポリオレフィン系、ポリエチレンテレフタレートやポリブチ
レンテレフタレート等のポリエステル系、ナイロンなどのポリアミド系、及びこれらの共
重合体などを使用することができるし、これら２種を混合したものであってもよい。また
、融点の高い繊維を芯とし融点の低い繊維を鞘とした芯鞘型繊維やサイドバイサイド型繊
維、分割型繊維などの複合繊維も用いることができる。前記合成繊維は、体液に対する親
和性を有するように、疎水性繊維の場合には親水化剤によって表面処理したものを用いる
のが望ましい。
【００２９】
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　前記吸収体４には、吸収体基部よりパルプやポリマー量を多くした中高部やポリマーシ
ートを部分的に配置してもよい。前記中高部を形成する場合、後段で詳述するエンボス１
０は、この中高部の外側に形成するのが好ましい。
【００３０】
　前記吸収体４は、被包シート５によって囲繞されている。前記被包シート５は、ティシ
ュー等の紙材あるいは不織布等の透液性のシートを用いることができる。目付は１０ｇ／
ｍ２～５０ｇ／ｍ２とするのがよい。この被包シート５としては、体液を吸収体全体に拡
散しやすくするためクレープ紙を用いるのが好ましい。クレープ紙を用いる場合の目付は
、１３ｇ／ｍ２～１８ｇ／ｍ２のものがよい。
【００３１】
　前記被包シート５は、吸収体４の裏面側（不透液性裏面シート２の面側）から吸収体の
両側部を巻き込むようにして折り返し、吸収体４の表面側（透液性表面シート３の面側）
で両側部同士を重ね合わせることにより、吸収体４の表面側にパッド長手方向の全長に亘
って所定幅の重なり部９が形成されるようにしている。図３に示されるように、前記重な
り部９の幅ＷＳは、８～１４ｍｍ程度とするのが好ましい。
【００３２】
　前記重なり部９は、吸収体４の幅方向中央より一方の側部側（図示例では左側）に偏倚
して設けられている。前記重なり部９において、被包シート５を重ねる順序は任意である
が、図３に示されるように、幅方向中央に向かう側（図示例では吸収体４の左側の側部を
巻き込むようにして折り返した側）の側部を下層側とし、幅方向外側に向かう側（図示例
では吸収体４の右側の側部を巻き込むようにして折り返した側）の側部を上層側とするの
が好ましい。これにより、万一、重なり部９が口開きしたときでも、吸収体４に含まれる
繊維（パルプや化繊又はパルプと化繊の混合物）や高吸水性樹脂が側方にこぼれ出て中央
側に入り込みにくいので装着時の違和感などが軽減できるようになる。
【００３３】
　前記被包シート５は、図１及び図３に示される例では、吸収体４の長手方向両端部と外
形線が一致するように設けられているが、吸収体４の長手方向両端部より外方側に延在し
て設けるようにしてもよい。
【００３４】
　本失禁パッド１では、吸収体４を被包シート５で囲繞するため、結果的に透液性表面シ
ート３と吸収体４との間に被包シート５が介在することになり、吸収性に優れる前記被包
シート５によって体液を速やかに拡散させるとともに、これら尿等の逆戻りを防止するよ
うになる。
【００３５】
　本失禁パッド１の表面側両側部にはそれぞれ長手方向に沿って、かつ失禁パッド１の全
長に亘ってサイド不織布７，７が設けられ、このサイド不織布７，７の外側部分が側方に
延在されるとともに、前記不透液性裏面シート２が側方に延在され、これら側方に延在さ
れたサイド不織布７部分と不透液性裏面シート２部分とをホットメルト接着剤等により接
合して側部フラップが形成されている。
【００３６】
　前記サイド不織布７としては、重要視する機能の点から撥水処理不織布または親水処理
不織布を使用することができる。たとえば、尿等が浸透するのを防止する、あるいは肌触
り感を高めるなどの機能を重視するならば、シリコン系、パラフィン系、アルキルクロミ
ッククロリド系撥水剤などをコーティングしたＳＳＭＳやＳＭＳ、ＳＭＭＳなどの撥水処
理不織布を用いるのが望ましく、体液の吸収性を重視するならば、合成繊維の製造過程で
親水基を持つ化合物、例えばポリエチレングリコールの酸化生成物などを共存させて重合
させる方法や、塩化第２スズのような金属塩で処理し、表面を部分溶解し多孔性とし金属
の水酸化物を沈着させる方法等により合成繊維を膨潤または多孔性とし、毛細管現象を応
用して親水性を与えた親水処理不織布を用いるのが望ましい。かかるサイド不織布７とし
ては、天然繊維、合成繊維または再生繊維などを素材として、適宜の加工法によって形成
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されたものを使用することができる。
【００３７】
　前記サイド不織布７は、図２に示されるように、幅方向中間部より外側部分を吸収体４
の内側位置から吸収体側縁を若干越えて不透液性裏面シート２の外縁までの範囲に亘って
ホットメルトなどの接着剤によって接着されている。一方、サイド不織布７の内方側部分
は幅方向に折り返されるとともに、少なくとも折り返し先端部が二重シートによって構成
され、この二重シート内部に、両端または長手方向の適宜の位置が固定された少なくとも
１本の、図示例では２本の糸状弾性伸縮部材８、８が配設されている。この幅方向に折り
返された部分は、ナプキン長手方向の前後端部では下層側に接着されている。その他の前
記糸状弾性伸縮部材８、８が配設されたナプキン長手方向の中間部では、図２に示される
ように、前記糸状弾性伸縮部材８、８の収縮作用によって表面側に起立する立体ギャザー
ＢＳ、ＢＳが形成されている。
【００３８】
　本失禁パッド１では、図１に示されるように、前記透液性表面シート３の面側に、パッ
ド長手方向中心線を境に左右対称で形成されたエンボス１０、１０がパッド長手方向に沿
って形成されるとともに、前記エンボス１０が前記被包シート５の重なり部９と重なる範
囲に付与されている。このエンボス１０は、吸収体４を被包シート５で囲繞した後、表面
側（肌面側）に透液性表面シート３を積層した状態で、透液性表面シート３の表面側から
の圧搾により、透液性表面シート３、被包シート５及び吸収体４を一体的に圧縮したもの
である。
【００３９】
　前記エンボス１０は種々の形態で付与することができる。一例を挙げると、図１に示さ
れるように、前記エンボス１０を体液排出部エンボス１１、長手方向エンボス１２及び傾
斜部エンボス１３から構成することができる。前記長手方向エンボス１２は、図１に示さ
れる例では、前記体液排出部エンボス１１側（内方側）の第１の長手方向エンボス１２Ａ
と、これより長手方向外方側の第２の長手方向エンボス１２Ｂとから構成されている。ま
た、前記傾斜部エンボス１３は、前記第１の長手方向エンボス１２Ａの外方側端部から延
びる第１の傾斜部エンボス１３Ａと、前記第２の長手方向エンボス１２Ｂの外方側端部か
ら延びる第２の傾斜部エンボス１３Ｂとから構成されている。
【００４０】
　前記体液排出部エンボス１１は、体液排出部位Ｈに対応する領域とパッド幅方向に重な
る領域を含む範囲に形成され、失禁パッド１の長手方向に沿うとともに、失禁パッド１の
幅方向外側に膨出する形状線からなる左右に離間する一対のエンボスラインである。この
体液排出部エンボス１１は、左右の体液排出部エンボス１１、１１間の吸収体４に吸収さ
れた体液が幅方向外側に拡散して横漏れするのを防止するとともに、表面の中央部から幅
方向外側に流れる体液を凹溝内に流入させて素早く吸収体４内に吸収保持するためのもの
である。左右の体液排出部エンボス１１、１１は、パッド幅方向に離間して左右にそれぞ
れ独立的に設けられている。前記体液排出部エンボス１１は、長手方向中央部が長手方向
両端部より幅方向外側に位置する全体として幅方向外側に膨出した形状線によって形成さ
れ、円弧状や長円の外形線状など種々の形態で形成されている。前記体液排出部エンボス
１１は、前後方向への体液の拡散が均等になるように、体液排出部エンボス１１の前後方
向中央部を基準に前後対称となる形状で形成するのが好ましい。
【００４１】
　前記長手方向エンボス１２は、体液排出部エンボス１１の前後にそれぞれ、失禁パッド
１の長手方向に沿って形成された左右に離間する一対のエンボスラインである。この長手
方向エンボス１２は、吸収体内を拡散する体液がパッド幅方向に拡散して横漏れが生じる
のを防止し、パッド長手方向に体液が拡散するように誘導するためのものである。前記長
手方向エンボス１２は、前記体液排出部エンボス１１の前後にそれぞれ２組以上で形成す
るのが好ましい。図示例では、体液排出部エンボス１１の前後にそれぞれ２組ずつ形成さ
れ、体液排出部エンボス１１側（内方側）から順に第１の長手方向エンボス１２Ａ、第２
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の長手方向エンボス１２Ｂが配置されている。
【００４２】
　次いで、前記傾斜部エンボス１３は、図１に示されるように、前記長手方向エンボス１
２の外方側端部から延びるとともに、失禁パッド１の幅方向中央側に向けて傾斜した左右
対称のエンボスラインである。前記傾斜部エンボス１３は、長手方向エンボス１２に沿っ
てパッド外方側に拡散する体液の流れをパッド幅方向の内側に誘導するためのものである
。また、傾斜部エンボス１３を目盛りとして吸収体４に吸収された体液の量を把握するの
に利用することもできる。前記傾斜部エンボス１３は、図１に示される例では、前記第１
の長手方向エンボス１２Ａの外方側端部から延びるとともに、前記第２の長手方向エンボ
ス１２Ｂの内方側端部に接続する第１の傾斜部エンボス１３Ａと、前記第２の長手方向エ
ンボス１２Ｂの外方側端部から延びる第２の傾斜部エンボス１３Ｂとから構成されている
。
【００４３】
　以上のように前記エンボス１０を、体液排出部エンボス１１と、この体液排出部エンボ
ス１１の前後にそれぞれ、パッド長手方向に沿って形成される長手方向エンボス１２と、
この長手方向エンボス１２の外方側端部から延びるとともに、パッド幅方向中央側に向け
て傾斜する傾斜部エンボス１３とから構成することにより、使用後にパッド表面を目視で
確認するだけで、前記傾斜部エンボス１３を目盛りとして、吸収体内での体液の拡散の程
度が認識でき、この体液の拡散状況をその後のパッド大小の選択の目安とすることができ
るようになる。
【００４４】
　このとき、本失禁パッド１では、左右の前記傾斜部エンボス１３、１３の端部同士が幅
方向に離間する離間部１８が設けられているため、エンボス１０によって吸収体内での前
後方向の体液拡散が制限されるのが防止でき、正確な吸収体内での体液拡散の状況が認識
できるようになる。また、体液の拡散が抑制されないため、体液が体液排出部付近に滞留
せず、ベタツキによる不快感が軽減できるようになる。
【００４５】
　本失禁パッド１では、図３に示されるように、前記左右対称のエンボス１０、１０のう
ちの一方のエンボス１０（図示例では左側のエンボス１０）であって、少なくとも前記エ
ンボス１０の一部が、前記被包シート５の両側部同士を重ね合わせた重なり部９と重なる
範囲に付与されている。このとき、重なり部９と重なる前記エンボス１０の縦方向長さ（
パッド長手方向の長さ）は、該重なり部９の長手方向長さＬＳの７０％以上、好ましくは
８５％～１００％、より好ましくは８５％～９０％とするのがよい。すなわち、図３のよ
うに、重なり部９の失禁パッド１の長手方向に沿った長さをＬＳ、前記重なり部９と重な
るエンボス１０の失禁パッド１の長手方向に沿った長さをＬＥとしたとき、これらの比Ｌ

Ｅ／ＬＳが、０．７≦ＬＥ／ＬＳ、好ましくは０．８≦ＬＥ／ＬＳ≦１、より好ましくは
０．８≦ＬＥ／ＬＳ≦０．９となるように形成されている。
【００４６】
　このように、前記重なり部９に所定の割合でエンボス１０を付与することによって、被
包シート５、５同士の重なり部９がしっかりと押さえられ封鎖されるため、装着時にこの
重なり部９が口開きするのが防止でき、口開き箇所から吸収体４に含まれる繊維（パルプ
や化繊又はパルプと化繊の混合物）や高吸水性樹脂がこぼれるのが防止できるようになる
。従って、こぼれ出た高吸水性樹脂などによる装着時の違和感が生じることなく、吸収体
４の吸収容量が維持できるようになる。
【００４７】
　これに対して、前記重なり部９と重なるエンボス１０の長さを重なり部９の長手方向長
さの７０％未満とした場合には、コンパクトタイプの失禁パッドにおいて、体液排出部位
に対応する長さよりエンボス１０の長さの方が短くなる場合があり、エンボス１０の長手
方向端部より外方側において重なり部９が口開きしやすくなるとともに、口開き箇所から
こぼれ出た高吸水性樹脂などによって装着感が悪化する場合がある。
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【００４８】
　なお、後段で詳述するように（図８(B)、(C)）、重なり部９が吸収体４の両側にそれぞ
れ設けられ、各重なり部９に重なるようにそれぞれエンボス１０が付与される場合、それ
ぞれのエンボス１０について、重なり部９と重なる長さが重なり部９の長さに対して所定
の割合以上となるようにする。
【００４９】
　また、本失禁パッド１では、前記重なり部９のうち、前記エンボス１０が付与される長
手方向範囲には、被包シート５、５同士を接合する接着剤を塗布していない。つまり、前
記エンボス１０の長手方向長さＬＥの範囲では、重なり部９の被包シート５、５同士は、
前記エンボス１０以外では互いに接合されていない。仮に、重なり部を接着剤によって接
合した場合、図４(A)に示されるように、接着剤が壁となって、中央から幅方向外方側に
拡散する体液がブロックされ、この接着剤より幅方向外方側に体液が拡散しにくくなり、
吸収体全体で体液を吸収保持しにくくなる。これに対して、本失禁パッド１では、図４(B
)に示されるように、エンボス１０が付与される範囲の重なり部９に接着剤を塗布してい
ないため、中央側から拡散した体液が幅方向に拡散しやすくなり、吸収体４の全体で体液
を吸収保持できるようになる。
【００５０】
　前記エンボス１０は、図３に示されるように、左右対称のエンボス１０、１０のうち前
記重なり部９と重なる範囲に付与される一方のエンボス１０が、重なり部９の幅方向中央
部に位置するように配置し、長手方向に沿って延びるエンボス１０の全てが重なり部９の
領域内に納まるように付与するのが望ましい。これにより、エンボス１０の全体で重なり
部９をしっかりと封鎖でき、重なり部９の口開きが確実に防止できるようになる。一方、
図５に示されるように、前記エンボス１０がパッド幅方向にジグザグ状に形成される場合
、エンボス１０の一部が重なり部９に対し、(A)上層側の側縁を跨ぐように重なり部９よ
り外側に延在して設けたり、(B)下層側の側縁を跨ぐように重なり部９より内側に延在し
て設けたり、上層側の側縁と下層側の側縁との両方を跨ぐように重なり部９の外側と内側
の両方に延在して設けたり（図示せず）してもよい。エンボス１０の一部を重なり部９よ
り延出して設ける場合、図５(A)に示されるように、上層側の側縁を跨ぐように設けた方
が、被包シート５の上層側の側縁から生じるめくれや口開きがより確実に防止できるので
好ましい。エンボス１０の一部を重なり部９より延出して設ける場合、重なり部９より延
出した部分の長さを除いた、重なり部９の領域内に付与される長手方向長さの総和が、重
なり部９の長手方向長さの７０％以上であるようにする。
【００５１】
　前記左右対称のエンボス１０、１０のうち前記重なり部９と重なる範囲に付与される一
方のエンボス１０は、前記重なり部９と重なる幅方向長さ（パッド幅方向の長さ）が前記
重なり部９の幅方向長さＷＳに対し１０％以上、好ましくは４０％～７０％、より好まし
くは６０％～７０％の範囲に付与するのが好ましい。つまり、重なり部９の幅方向長さを
ＷＳ、エンボス１０の幅方向長さをＷＥとしたとき、これらの比ＷＥ／ＷＳが、０．１≦
ＷＥ／ＷＳ、好ましくは０．４≦ＷＥ／ＷＳ≦０．７、より好ましくは０．６≦ＷＥ／Ｗ

Ｓ≦０．７とするのが好ましい。これにより、重なり部９の口開きがより確実に防止でき
るようになる。
【００５２】
　前記重なり部９に付与されるエンボス１０は、重なり部９の長手方向に対し長手方向中
央部に付与するのが好ましい。つまり、エンボス９の長手方向長さＬＥが重なり部９の長
手方向長さＬＳより小さい場合、エンボス１０の前側端部から重なり部９の前端縁までの
長さと、エンボス１０の後側端部から重なり部９の後端縁までの長さとが同じになるよう
にするのが好ましい。これにより、重なり部９が長手方向中央部を中心にエンボス１０に
よって封鎖されるので、体液排出部位に対応する長手方向中央部において、重なり部９が
口開きするのが確実に防止でき、口開き箇所から吸収体４に含まれる繊維（パルプや化繊
又はパルプと化繊の混合物）や高吸水性樹脂のこぼれによる装着感の悪化などが防止でき
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るようになる。
【００５３】
　前記エンボス１０は、図１に示されるように、左右にそれぞれ１条ずつ設けてもよいし
、図６に示されるように、エンボス１０の全部（同図６(A)）又は一部（同図６(B)）が幅
方向に離間する複数条ずつ設けるようにしてもよい。前記エンボス１０は、左右にそれぞ
れ１条～３条程度ずつ設けるのが好ましく、横漏れ防止効果や装着性を考慮すると２条ず
つまでとするのがより好ましい。前記エンボス１０を複数条ずつ設けることにより、重な
り部９の口開きがより一層確実に防止できるようになるとともに、エンボス１０を通じて
吸収体４に体液が浸透しやすくなり、体液の素早い吸収が可能となる。
【００５４】
　前記エンボス１０の平面形状は、図６(A)に示される直線や、曲線、波線などとするこ
とができ、図１などに示される複数の曲線の組合せなどからなるジグザグ状に形成しても
よい。また、左右対称のエンボス１０、１０は、図１などに示されるように、左右に離間
して形成してもよいし、図６(A)に示されるように長手方向端部同士を接続して閉合する
線で形成してもよい。前記エンボス１０を閉合する線で形成する場合、幅方向両側にパッ
ド長手方向に沿って延びる部分のうち一方のエンボス線の全部又は一部が、重なり部９長
手方向長さの７０％以上の範囲に付与されるようにする。
【００５５】
　前記エンボス１０は、パッド長手方向に対し、連続線又は間欠線で設けられている。連
続線とは、エンボス１０の圧搾が途切れることなく連続していることである。また、間欠
線とは、エンボスに沿って圧搾部と非圧搾部とが交互に繰り返し設けられ、圧搾部が間欠
的に配置されていることである。前記エンボス１０を連続線で形成した場合、重なり部９
を確実に封止できるとともに、連続するエンボス線に沿って体液をパッド長手方向に誘導
しやすくなる。一方、前記エンボス１０を間欠線で形成した場合、エンボス付与によるパ
ッドの硬化が抑えられ、装着時の違和感が軽減できる。
【００５６】
　前記エンボス１０を間欠線で形成する場合、図３に示されるエンボス１０の長手方向長
さＬＥは、非圧搾部を含めたエンボス１０の前後端距離をとる。そして、この長さＬＥが
重なり部９の長さＬＳの７０％以上に形成されるようにする。また、前記エンボス１０を
圧搾部と非圧搾部とからなる間欠線で形成する場合、エンボス１０の前記圧搾部によって
重なり部９が確実に封鎖されるように、前記圧搾部の長手方向長さの総和が重なり部９の
長さＬＳの４０％以上となるように形成するのが好ましい。従って、この場合、エンボス
１０は、圧搾部の長手方向長さがエンボス１０全体の長手方向長さに対して、５７％以上
で形成されるようにする。
【００５７】
　前記エンボス１０を圧搾部と非圧搾部とからなる間欠線で形成する場合、圧搾部同士の
間隔（非圧搾部の長さ）を３ｍｍ以内とすることにより、隣接する圧搾部同士の圧縮力が
互いに影響し合って隣接する圧搾部同士間の非圧搾部が周囲の非圧搾部より若干窪んだ状
態になるため、あたかも連続線であるかのようにエンボス１０に沿って体液が拡散しやす
くなる。一方、圧搾部同士の間隔（非圧搾部の長さ）を３ｍｍより大きくした場合、エン
ボスに沿った体液の拡散が抑えられるが、各圧搾部の端部に体液が溜まりやすくなり、そ
こから吸収体４に体液が吸収され、吸収体内部を体液が拡散しやすくなる。
【００５８】
　図７に示されるように、本失禁パッド１では、重なり部９に付与されるエンボス１０の
長手範囲より長手方向の外方側に、重なり部９の被包シート５、５同士を接合するホット
メルト接着剤などからなる接着剤塗布領域２０を設けることができる。図示例では、接着
剤塗布領域２０は、エンボス１０の端部からそれぞれ重なり部９の前後端縁まで設けられ
ている。つまり、重なり部９は、長手方向中間のエンボス１０の付与領域が接着剤を塗布
しない非接着領域とされるとともに、これより前後端部がそれぞれ接着剤を塗布した接着
剤塗布領域２０、２０とされている。前記接着剤塗布領域２０を設けることにより、エン
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ボス１０より外方側の長手方向端部の口開きが防止でき、重なり部９の全長に亘る口開き
が防止できるようになる。
【００５９】
〔他の形態例〕
(1)上記形態例では、前記エンボス１０を透液性表面シート３の表面側からの圧搾により
、透液性表面シート３、被包シート５及び吸収体４を一体的に圧縮して付与していたが、
透液性表面シート３を積層する前の吸収体４を被包シート５で囲繞した状態で、被包シー
ト５の表面側（肌面側）からの圧搾により、被包シート５及び吸収体４を一体的に圧縮し
て付与してもよい。
(2)前記被包シート５による吸収体４の囲繞要領としては、図８に示されるように、(A)重
なり部９において下層側の被包シート５の端部を折り返したもの、(B)２枚の被包シート
５ａ、５ｂからなり、一方の被包シート５ａを吸収体４の裏面側から吸収体４の両側部を
巻き込むようにして折り返し、吸収体４の表面側の中間位置まで延在するように配置し、
他方の被包シート５ｂを吸収体４の表面側において、両側部が前記一方の被包シート５ａ
の両端部の下層側（吸収体４側）に重なるように配置することにより、吸収体４の表面側
の両側にそれぞれ重なり部９、９が設けられるようにしたもの、(C)前記(B)と同様に、他
方の被包シート５ｂの両側部が一方の被包シート５ａの両端部の上層側に重なるように配
置することにより、吸収体４の両側にそれぞれ重なり部９、９が設けられるようにしたも
の、などとすることができる。図８(B)、(C)に示すように両側に重なり部９、９が設けら
れる場合、左右対称のエンボス１０、１０がそれぞれ前記重なり部９に所定の割合で重な
るように形成するのが望ましい。
【符号の説明】
【００６０】
　１…失禁パッド、２…不透液性裏面シート、３…透液性表面シート、４…吸収体、５…
被包シート、７…サイド不織布、８…糸状弾性伸縮部材、９…重なり部、１０…エンボス
、１１…体液排出部エンボス、１２…長手方向エンボス、１２Ａ…第１の長手方向エンボ
ス、１２Ｂ…第２の長手方向エンボス、１３…傾斜部エンボス、１３Ａ…第１の傾斜部エ
ンボス、１３Ｂ…第２の傾斜部エンボス、２０…接着剤塗布領域
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